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北九州市告示第３６８号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第３６条第１項及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の規定により指定障害福祉

サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者を指定したので、法第５１条第

１号及び児童福祉法第２１条の５の２５第１号の規定により次のとおり告示す

る。 

令和４年９月５日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ａ型）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

パーソルネクス

テージ北九州 

北九州市小倉北

区堺町二丁目３

番３０号キャメ

ロット小倉４階 

パーソルネクステージ株

式会社 

代表取締役 吉岡直登 

東京都港区南青山一丁目

１５番５号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語障害及

び内部障害

）、知的障

害者、精神

障害者及び

難病等対象

者 

4017801889  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

街の灯 

北九州市門司区

下二十町４番２

６号 

合同会社るるど 

代表社員 青木千代実 

北九州市門司区大里東一

丁目６番２５号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4017600745  

ユニバーサルワ

ークジャパン 

ユニバーサルプレイジャ

パン株式会社 

特定無し 4017801871  
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北九州市小倉北

区紺屋町８番１

号アルシオンブ

ルービル９０１

号 

代表取締役 彦田貴志 

北九州市小倉南区中曽根

東三丁目６番６号 

（３） 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

みらいのたね北

九州 

北九州市小倉南

区田原五丁目３

番１２号 

株式会社黒たまごジャパ

ン 

代表取締役 杭田岳彦 

東京都港区麻布十番二丁

目１２番５号コンフォー

ト麻布８０１ 

知的障害者

及び精神障

害者 

4027700345  

（４） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

児童デイサービ

スＡｎｇｅｌ 

北九州市小倉北

区中津口一丁目

１番６号小文字

ビル２０１ 

株式会社Ｃｒｅｅｒ 

代表取締役 中野光記 

北九州市小倉北区中津口

一丁目２番３－４０９号 

重症心身障

害児以外 

4057800155  

（５） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

児童デイサービ

スＡｎｇｅｌ 

北九州市小倉北

区中津口一丁目

１番６号小文字

株式会社Ｃｒｅｅｒ 

代表取締役 中野光記 

北九州市小倉北区中津口

一丁目２番３－４０９号 

重症心身障

害児以外 

4057800155  
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ビル２０１ 

放課後等デイサ

ービスお結び 

北九州市八幡西

区沖田二丁目１

３番１６号 

株式会社ｎｉｋｏ 

代表取締役 山本麻衣子 

北九州市小倉北区清水四

丁目３番３４－４０５号 

重症心身障

害児以外 

4056700240  

ＴＯＭＯＳ（と

もす） 

北九州市戸畑区

小芝一丁目２番

１５号 

合同会社ｓａｌａｍｓ 

代表社員 幸田圭司 

北九州市戸畑区小芝一丁

目２番１５号 

重症心身障

害児以外 

4056400114  

２ 指定年月日 

令和４年７月１日 
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北九州市告示第３６９号

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定

による指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、同法第２１条の５

の２５第２号の規定により次のとおり告示する。

令和４年９月５日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

千歳学園プリモ

（単位２） 

北九州市小倉南

区上葛原二丁目

２１番１５号 

ユニバーサルプレイジャ

パン株式会社 

代表取締役 彦田貴志 

北九州市小倉南区中曽根

東三丁目６番６号 

重症心身障

害児以外 

4057703516  

（２） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

千歳学園プリモ

（単位２） 

北九州市小倉南

区上葛原二丁目

２１番１５号 

ユニバーサルプレイジャ

パン株式会社 

代表取締役 彦田貴志 

北九州市小倉南区中曽根

東三丁目６番６号 

重症心身障

害児以外 

4057703516  

桜が丘クリニッ

ク 放課後等デ

イサービス 第

二さくらんぼく

らぶ 

北九州市八幡西

区東王子町１１

番４１号 

医療法人桜が丘クリニッ

ク 

理事長 半田祥一 

北九州市八幡西区青山一

丁目１番６１号 

重症心身障

害児 

4056714852  

桜が丘クリニッ 医療法人桜が丘クリニッ 重症心身障 4056715131  

5



ク 放課後等デ

イサービス 第

四さくらんぼく

らぶ 

北九州市八幡西

区鷹の巣三丁目

８番２５号 

ク 

理事長 半田祥一 

北九州市八幡西区青山一

丁目１番６１号 

害児  

２ 廃止年月日 

 令和４年６月３０日
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北九州市告示第３７０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第４６条第２項の規定による指定障害

福祉サービス事業の廃止の届出があったので、法第５１条２号の規定により次

のとおり告示する。

令和４年９月５日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

アップルハート

北九州ケアセン

ター 

北九州市八幡東

区山王一丁目１

１番１号 

麻生介護サービス株式会

社 

代表取締役 柳 倫明 

福岡市博多区博多駅前三

丁目２７番２２号 

特定無し 4016600217  

２ 廃止年月日 

 令和４年５月３１日
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北九州市公告第６０２号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和４年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 委託内容 

 （１） 業務名及び数量 令和５年度固定資産税・都市計画税（土地・家屋

）及び固定資産税（償却資産）納税通知書作成、封入封かん及び発送業

務 一式

 （２） 履行の内容等 入札説明書及び入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和５年５月１０日まで 

 （４） 成果品納入場所 北九州市の指定した場所 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  （以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日前３年間に、個人情報が記載された通知書作成、封入

封かん、発送業務等を地方自治体等の官公庁から受託した実績があるこ

と。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （５） 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを

付与されている者であること。 

３ 入札の場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 
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ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市財政局税務部固定資産税課 

  イ 日時 この公告の日から令和４年９月１５日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、令和４年９月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競

争参加の申出書を北九州市財政局税務部固定資産税課に提出しなければ

ならない。 

（４） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号  

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

イ 日時 令和４年９月２０日 午前１１時 

  ウ 途中入場は、認めない。 

 （５） 仕様書に対する質問 

入札説明会後において、仕様書に対する質問がある場合は、次のとお

り書面により提出すること。 

なお、書面は、ファックス又は電子メールによるものも受け付ける。 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 期限 令和４年９月２１日午後４時までに必着のこと。 

  ウ 質問書に対する回答は、入札説明会に参加した者に令和４年９月２２

日午後５時までにファックス又は電子メールで行う。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 令和４年９月２６日 午前１１時 

４ 競争入札参加資格の確認 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり実績資料を提出し確

認を受け、入札説明会に参加しなければならない。 

 （１） 実績資料 第２項第３号に該当する実績を明記し、履行を確認する

ことができる書面又は契約書の写しを添付すること。 

 （２） 提出期間、場所及び方法 

  ア 提出期間 この公告の日から令和４年９月１５日まで（日曜日及び土
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曜日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

から午後４時３０分まで 

  イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

         北九州市財政局税務部固定資産税課 

  ウ 提出方法 資料は、持参するものとする。 

 （３） 競争入札参加資格の確認の結果は、令和４年９月１６日までに通知

する。 

 （４） その他 

   提出された資料は、返却しない。 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

 条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関 

する条件に違反した入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者 

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合 

した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締 

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不 

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって 

入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすること 

がある。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 
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地等 

 北九州市財政局税務部固定資産税課 

 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

 電話 ０９３－５８２－２０３５ 

   ＦＡＸ ０９３－５８２－８６１１ 
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北九州市公告第６０３号 

 北九州市屋外広告物条例（昭和３８年北九州市条例第６８号）第２４条第１

項の講習会を次のとおり実施する。 

  令和４年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 開催日時 

  令和４年１１月１４日午前１０時３０分（受付開始１０時）から午後５時

まで 

２ 開催場所 

  福岡市中央区天神一丁目１番１号 

アクロス福岡 大会議室 

３ 講習会の教科 

 （１） 屋外広告物に関する法令 

 （２） 屋外広告物の表示の方法に関する事項 

 （３） 屋外広告物の施工に関する事項 

４ 受講申請書の受付期間 

令和４年１０月３日から同年１０月１７日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く 

。）の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

５ 受講申請書の受付場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建設局道路部管理課 
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